
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

一

一

一

号

冤
罪
並
び
に
取
り
調
べ
の
全
面
可
視
化
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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冤
罪
並
び
に
取
り
調
べ
の
全
面
可
視
化
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
三
第
七
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
現
在
一
部
の
み
で
行
わ
れ
て
い
る
警
察
、
検
察
に
お
け
る
取
り
調
べ
の
全
面
可
視
化
と
並
び
、
将

来
参
考
人
、
証
人
と
な
る
、
被
疑
者
で
は
な
い
人
物
に
対
す
る
聴
取
に
つ
い
て
も
、
録
画
、
録
音
す
る
等
の
措
置
を
と
る
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
被
疑
者
以
外
の
者
の
取
調
べ
を
録
音
・
録
画
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
刑
事
手
続
に
与
え
る
影
響
等
を
含
め
、
可
視
化
の
検
討
の
中
で
十
分
議
論
し
、
結
論
を
得
た
い
と
考
え
て

い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
、
特
に
千
葉
景
子
法
務
大
臣
と
し
て
、
将
来
参
考
人
、
証
人
と

な
る
、
被
疑
者
で
は
な
い
人
物
へ
の
聴
取
の
可
視
化
を
実
施
し
た
際
、
刑
事
手
続
に
ど
の
様
な
影
響
が
生
じ
る
と
考
え
て
い

る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

二
〇
〇
二
年
六
月
十
九
日
に
逮
捕
さ
れ
、
四
百
三
十
七
日
間
勾
留
を
受
け
た
当
方
は
、
当
方
の
事
件
に
絡
み
、
被
疑
者
で

は
な
い
が
、
将
来
参
考
人
、
証
人
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
聴
取
を
受
け
た
関
係
者
か
ら
、
聴
取
の
際
、
東
京
地
方
検
察
庁
特

別
捜
査
部
よ
り
、
事
前
に
想
定
問
答
集
の
様
な
も
の
を
渡
さ
れ
、
そ
の
や
り
取
り
を
何
度
も
練
習
さ
せ
ら
れ
、
実
際
の
公
判

で
は
そ
の
通
り
話
す
よ
う
言
わ
れ
た
と
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
想
定
問
答
集
の
写
し
も
手
に
入
れ
て
い

一



る
。
弁
護
士
資
格
を
有
す
る
千
葉
大
臣
は
、
豊
富
な
法
曹
経
験
を
持
つ
と
思
料
す
る
が
、
将
来
参
考
人
、
証
人
と
な
る
、
被

疑
者
で
は
な
い
人
物
へ
の
聴
取
の
際
に
、
右
の
様
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
を
把
握
し
て
い
る
か
。

三

我
が
国
の
司
法
は
、
い
わ
ゆ
る
調
書
主
義
で
、
取
り
調
べ
や
聴
取
を
基
に
つ
く
ら
れ
た
調
書
が
判
決
内
容
に
大
き
く
反
映

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
被
疑
者
に
対
す
る
取
り
調
べ
と
被
疑
者
で
は
な
い
が
将
来
参
考
人
、
証
人
と
な
る
人
物
へ
の

聴
取
を
全
面
可
視
化
し
、
公
平
性
、
透
明
性
を
保
つ
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
鳩
山
内
閣
、
特
に
千
葉
大
臣
の
見

解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


